
番号 項目（条） 項 意見の概要 意見に対する県の考え方

1

第6条
（交通安全教育の推進）

「交通安全教育の推進」等が規定されて
いる交通安全条例と（運転中の）イヤホ
ン使用禁止など規定されている条例は違
うのか。

「群馬県交通安全条例」は、群馬県における交通安
全に関し、県の責務並びに市町村及び県民の役割を
明らかにし、県民生活の安全を確保することを目的と
して制定された条例です。一方、運転中のイヤホン使
用禁止等を規定しているのは、道路交通法等の施行
に関し、必要な事項を定めた「群馬県道路交通法施
行細則（公安委員会規則）」となります。

2

第1項 「自転車が原因となる事故」とは、被害者
とは逆の自転車が第一当事者（加害
者）となる事故のことか。
・中高生が自転車乗車中に交通事故に
遭う多くは交通事故被害である。交通弱
者たる自転車や徒歩で移動をする子供
は、道路交通災害と日々隣り合わせの現
状が是正されていない。
・近年、自転車利用が推進されているが、
自転車が加害者となる事故は増加してい
るのか。自転車保険加入義務は必須だと
思うが、事故防止できる訳ではない。損保
会社が危険箇所や危険な行動のデータを
分かりやすく注意喚起する仕事になってい
くことが理想である。

　自転車が原因となる事故とは、自転車が第一当事
者となる事故を意味しています。
・県では、自転車乗車中による悲惨な交通事故を防
ぐため、自転車道・自転車専用通行帯・矢羽根型路
面表示の整備やスケアード・ストレイト教育技法を用い
た体験型の交通安全教室等を実施しています。
　・県内の自転車の関係する人身事故は、近年増加
傾向にあるため、自転車の交通事故防止対策を交通
安全活動計画の重点施策として位置づけ、様々な施
策を進めているところです。
　自転車保険の加入義務化については、全国的に自
転車事故により高額賠償事案が発生していることか
ら、事故が発生してしまった際、被害者が十分な救済
を受けることができるように改正しようとするものです。保
険加入については、先般、民間保険会社と連携し「群
馬県自転車保険認定制度」を開始し、今後も連携し
て保険加入促進や交通事故防止対策に取り組んで
参ります。

3

第2項 「自転車の定期的な点検及び整備」につ
いて、自転車購入時の防犯登録の義務
や自転車整備店及び自転車保険を紐付
けるのはどうか。

　防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転
車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」によ
り、自転車の利用者に登録を受けることが義務付けら
れています。
　また、県内に多数ある自転車整備店と様々な保険
会社や共済組合等が扱う多数の保険商品の行政に
よる一元的な把握や紐付けは困難です。これらについ
ては、自転車利用者個人の責任において把握、管理
をしていただきたく、御意見については、今後の参考に
させていただきます。

4

第３項 「自転車の安全な利用に関する情報の提
供」とは消費者庁に代表するような道具と
しての利用法のことか又は法令の関わる
道路利用のことか。

　販売者から購入者に対し、自転車を利用するに当
たってのルールや近年の法改正、自転車用ヘルメット
着用の重要性などの情報を提供していただくよう努めて
もらうことを規定しています。

5

第9条の２
（乗車用ヘルメットの着用）

第1項 自転車利用者は「サイズの合った乗車用
ヘルメットを正しく着用するよう努めなけれ
ばならない。」としてはどうか（第2項及び
第３項も同じ）。

　条例では御意見のように、ヘルメットのサイズ等詳細
に規定する予定はありませんが、県民の皆様には、正
しくヘルメットを着用していただけるよう、呼びかけて参り
たいと思います。

別添
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第9条
（自転車事故の防止）



6

　報道等で本件の改正理由が、自転車
利用者の悲惨な事故を減らすためとしてお
り、前橋市で発生した事故などを引き合い
にあげているが、本改正は、安全への負担
を交通弱者である自転車利用者に課す
もので、本来は、判断力の低下した高齢
者等の自動車の免許更新の厳格化等を
優先して実施すべきものではないかと考え
る。

　条例では、県や市町村、県民の役割を明らかにし、
県民生活の安全確保を図ることを目的として、県が高
齢者に対する交通安全教育の推進と交通安全教育
に関する情報の提供等をすることと規定しています。一
方、道路交通法では、高齢運転者対策として、臨時
認知機能検査等が規定されているほか、本年、75歳
以上で一定の違反歴がある方が運転免許を更新する
際に、「運転技能検査」を義務づけることを柱とする改
正案が閣議決定されるなどの法改正が進んでおり、そ
れぞれの法の立場により、対策が行われています。

7

　本改正により、手軽で便利な手段として
の自転車の特性が損なわれ、利用者が減
ることで、エコな社会への取り組みに逆行
すると考える。他国ではヘルメットを義務付
けたら利用者が大幅に減ったという事例も
聞く。

　自転車の「簡便性」と「安全」は等価であり、いずれか
を優先させることはできません。誰もが手軽に利用でき
る自転車だからこそ、万が一の交通事故に備え、安全
に乗っていただきたいと考えております。

8

　ヘルメット購入の負担や駐輪中の盗難リ
スクなど新たな課題も生じる。街を見ても
自転車は学生以外ほぼ見かけないが、利
用者に新たな負担を強いることで一層利
用者が減るのではないかと考える。

　自転車用ヘルメットに関する負担が生じるのは事実
でありますが、事故時における被害軽減効果は明らか
であり、命に代えることはできません。令和元年中も自
転車の関係する事故により６人もの尊い命が失われ
ております。利用促進と共に、県民の命を守ることも県
の重要な責務であると考えております。

9

第9条の4
（自転車損害賠償保険等
に関する情報提供等）

第2項 　「学校設置者等」とされているが、中高
生の多くは夜間休日など塾等にも通ってい
る。保護者不在で行動範囲が広くなる
が、一般のサイクリストも含め、自動車と同
様に交通センター等で登録できるシステム
はできないか。

　自転車は、現状では自動車等と異なり、ナンバープ
レートや運転免許証等による一元的な把握が困難と
なっています。御意見については、今後の参考にさせて
いただきます。

10

第11条
（交通安全用具の普及）

「交通安全用具の普及」について、「県
は、高齢者等の安全の確保」と規定され
ているが、「歩行者（高齢者他）の安全
の確保」とするのはどうか。また、反射機材
は暗闇の歩道では反射しないことから、自
動車のライト照射距離と制動・停止距離
について周知してもらいたい。

　「歩行者の安全の確保」については、第８条及び第
９条において規定されていますので、これらに基づき安
全を確保して参りたいと考えております。
　また、自動車のライト照射距離等については、交通
安全活動計画により、「夕暮れ時と夜間の交通事故
防止」を重点とし、早めのライト点灯やライト上向きの
実践等について推進しています。

11

第12条
（公共交通の利用促進）

「公共交通の利用促進」について、自動
車、自転車、バス、鉄道を含めた交通局
の設置をすることにより、道路交通の死傷
ゼロから、安全な暮らしの実現を検討して
いただきたい。これにより、交通教育や傷
害保険についても統合されると思う。

　群馬県では、「群馬県交通対策協議会」や「交通
安全対策会議」を組織し、各部局が連携して交通安
全対策に当たっています。御意見にある公共交通の利
用促進についても、所管課が構成員になっていますの
で、今後も緊密に連携して交通安全対策を進めて参
りたいと考えています。

第9条の２
（乗車用ヘルメットの着用）


